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授業参観・PTA総会終了 
先週行われた授業参観・ＰＴＡ総会への御参画ありがとうございました。ここ数年で

児童数が大幅に減少していることもあり、校舎内にいらっしゃる保護者の皆さんの数が

まばらに思えたのですが、受付の名簿を見ると、出席率の高さに驚きました。本校の保

護者の皆さんは、子育てに対して主体者意識が高いことを再認識したところです。 

 

 

 

 

 

ＰＴＡ総会でも話をさせていただきましたが、保護者の皆さんは、学校運営のパート

ナーであり、サポーターであるということ。このことは、今年度、ＰＴＡの規約改正に

もカタチとして表れています。組織改編による「実行委員会」の設置がそうです。新型

コロナ対策の移行が行われる今年度、とにかく、主体的に動き出すことが大切だと思い

ます。保護者＝「顧客」、学校＝「サービス提供者」という上下の関係にならないように、

声を掛け合っていければと思います。 

保護者の皆さんと、地域の方々と、なかよくみんなで一緒に、大瀬戸の子どもを伸ば

していける 1年になることを願っています。 

 

【５月の行事予定】 【令和５年度の主な行事】 

・１０日（水） 全校体育 

・１１日（木） 内科検診（３・４年） 

        ＰＴＡ運営委員会 

・１２日（金） 運動会係打合せ 

・１５日（月） 全校体育 

・１６日（火） 内科検診（１・２年） 

・１７日（水） 運動会総練習 

心電図検査（１年） 

・１９日（金） 全校体育 

運動会準備（４～６年） 

・２１日（日） 令和５年度 運動会 

・２２日（月） 代休 

・２４日（水） 個人面談①(特別日課) 

・２５日（木） 個人面談②(特別日課) 

・２６日（金） 個人面談③(特別日課) 

・２９日（月） 個人面談④(特別日課) 

・３０日（火） 個人面談⑤(特別日課) 

・３１日（水） 体重測定（高学年） 

・ ６月２３日（金）授業参観・学級ＰＴＡ 

            （6/19～6/23 教育週間） 

・ ７月２０日（木）第１学期終業式 

・ ８月後半（未定）ＰＴＡ環境整備作業 

・ ９月 １日（金）第２学期始業式 

・ ９月 ７日（木）授業参観・学級ＰＴＡ 

・１０月１９日（木）西海市小学校体育大会 

・１１月中旬(未定)西海市教育委員会指定 

大瀬戸小学校「学力向上」研究発表会 

・１１月２４日（金）授業参観・学級ＰＴＡ  

※ 研究発表会の期日しだいで変更の可能性あり 

・１２月２２日（金）第２学期終業式 

・ １月 ９日（火）第３学期始業式 

・ ２月１６日（金）授業参観・学級ＰＴＡ 

・ ３月２２日（金）修了式・離任式 

 
大瀬戸小 HPの更新が遅れています。 

すみませんが、もうしばらくお待ちください。 



自分の命は自分で守る 

先々週に、１・２年生の交通安全教室を、先週に避難訓練を行いました。標記の見出し

は、その両方で子どもたちに伝えた言葉です。命がなくなったことを、いくら加害者のせ

いにしても、いくら人や自然のせいにしても、命は二度と戻ることはないということです。 

人は、身近な人や自分に経験がない事がらには、関心が薄くな

りがちです。たまたま、私には、事故や災害に関する身近な経験

があったので、そのことを赤裸々に伝えました。伝えることで、

切実感が増すことをねらいました。 

 

 

 

 

 

  

「交通安全」に関しては、私の娘が、すれすれのところで車にひかれずに済んだことを

話しました。「避難訓練」に関しては、私の父の会社の事務所で、社員が夜寝ている間に、

ストーブが原因で亡くなったことを話しました。よかったら、御家庭で、お子さんの記憶

に残っているか尋ねてみてください。聞く態度がよく、私の問い掛けに対してもしっかり

と反応していましたので、覚えているはずです。覚えていないとすれば、関心が薄いまま

なのかもしれません。御家庭で、エピソード等を交えて話をしていただければと思います。 

「自分で」という構えは、決して、防災に関してだけに必要な構えではありません。社

会へ出て世間の荒波に巻き込まれたときにも必要になる構えです。先を見据え、様々な場

面で「自分で」という構えを醸成していきたいと思います。 

 

運動会の参観時の感染症対策について 

先日（４月６日付）の文書でもお知らせしましたが、５月８日から、新型コロナ感染症

の法的位置付けが「５類」に移行されることを受け、昨年度までの感染症対策を変更しま

す。なお、これらは、文部科学省からの通知を基にしたものです。 

〇当日、会場においての検温や検温カードの提出は行いません。 

〇人数制限は設けません。御家族の方は、各自で感染症対策をとった上で御来場くださ

い。 

〇マスクの着用は、各自の判断でお願いします。 

〇受付の場所に、消毒液を設置しますので、御自由にお使いください。 

ただし、 

〇周囲への影響を考え、体調が良好であることや、検温し平熱であることを確かめてか

ら御来場いただくようお願いします。 

〇体調が不良の方や、発熱や風邪症状が見られる場合は、周囲への影響を考えて来場を

御判断いただくようお願いします。 

〇手洗い・うがいについては、各自がしっかりと行ってください。 

※テントの設置の仕方については、５月１１日のＰＴＡ運営委員会時に決定します。 


